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(57)【要約】
【課題】運賃箱に投入される投入紙幣を、より安全性高
く保管することができる紙幣還流式運賃箱を提供する。
【解決手段】紙幣還流式運賃箱には、運賃としての投入
紙幣を釣り銭紙幣として還流させる紙幣還流装置９が設
けられる。紙幣還流装置９には、釣り銭紙幣を収納する
紙幣収納室１１が設けられる。この紙幣収納室１１には
、紙幣収納室１１の一構成部品として紙幣束をセット可
能なカセット５０が収納されている。このカセット５０
は、紙幣還流装置９のケース１０、即ち運賃箱の箱本体
に対して着脱可能となっている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　硬貨又は紙幣の運賃が投入された際、その投入運賃を箱内で保管するとともに、その投
入運賃と必要運賃との間に差額が発生していれば、当該差額を釣り銭として箱外に排出可
能で、しかも前記運賃として紙幣が投入された際、その投入紙幣を釣り銭として使用する
場合には、当該投入紙幣を箱内に備蓄しつつ、この収納紙幣を釣り銭として排出する場合
には、前記収納紙幣を繰り出してこれを釣り銭として箱外に排出する紙幣還流式運賃箱に
おいて、
　前記投入紙幣を釣り銭として使用するか否かを判定する判定手段を備え、
　前記投入紙幣を釣り銭として使用しない場合には、当該投入紙幣の保管先に繋がる保管
先搬送通路に当該投入紙幣を送ることにより、該投入紙幣を前記保管先に収納し、前記投
入紙幣を釣り銭として使用する場合には、前記投入紙幣を釣り銭として収納する紙幣収納
部に繋がる収納部搬送通路に当該投入紙幣を送ることにより、該投入紙幣を前記紙幣収納
部に収納する
ことを特徴とする紙幣還流式運賃箱。
【請求項２】
　前記紙幣収納部に釣り銭用の前記紙幣を出し入れする際の入出口を上向きに設けた
ことを特徴とする請求項１に記載の紙幣還流式運賃箱。
【請求項３】
　前記投入紙幣を前記保管先の金庫に送る時に当該投入紙幣が通過する前記保管先搬送通
路の途中には、当該搬送通路から分岐して前記紙幣収納部の入出口に繋がる前記収納部搬
送通路としての分岐通路が設けられ、
　前記箱内には、前記投入紙幣を箱内に引き込んでこれをその時々で指定される搬送先ま
で搬送する紙幣搬送機構が設けられ、
　前記投入紙幣を前記紙幣収納部に搬送するに際しては、前記投入紙幣が前記分岐通路の
通路口を通り過ぎた後、前記紙幣搬送機構をそれまでとは逆の駆動状態とし、かつ前記通
路口を有効とすることにより、前記投入紙幣を逆走させてこれを前記分岐通路に通し、当
該分岐通路から前記投入紙幣を前記紙幣収納部に送ることにより、その紙幣を釣り銭とし
て前記紙幣収納部に備蓄する
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の紙幣還流式運賃箱。
【請求項４】
　前記投入紙幣の搬送通路を前記保管先又は前記紙幣収納部の一方に選択的に切り替える
フラッパと、
　前記フラッパを動作させる際の当該フラッパの回動駆動源とを備え、
　前記収納部搬送通路を閉じる回動位置に前記フラッパを回すことにより、前記保管先搬
送通路を有効とし、前記回動駆動源を先とは逆方向に駆動して前記収納部搬送通路を開け
る回動位置に前記フラッパを回すことにより、前記収納部搬送通路を有効とする
ことを特徴とする請求項１～３のうちいずれか一項に記載の紙幣還流式運賃箱。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、運賃として投入された紙幣を釣り銭紙幣としても使用する紙幣還流式運賃箱
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、路線バスやワンマン運行式鉄道等の車両においては、乗客が支払う運賃（硬貨、
紙幣）や、乗客がどの停留所から乗車したのかの証明である整理券の投入先として運賃箱
が車内に設置されている。運賃箱は、運賃硬貨の投入先として硬貨投入口と、運賃紙幣の
投入先として紙幣投入口とを持ち、これら投入口から運賃が投入された際、これらを計数
処理（計算）しつつ、運賃箱備え付けの運賃箱金庫に一括収納する。また、この硬貨投入
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口は整理券の投入先としても使用され、硬貨投入口から投入された整理券も運賃箱金庫内
に一括収納される。
【０００３】
　また、この種の運賃箱としては、乗車に要した運賃を自身で認識し、運賃箱に運賃が投
入された際に、その投入運賃と必要運賃とを照らし合わせつつ、しかも投入運賃として紙
幣（千円札、一万円札等）が投入されて投入運賃と必要運賃との間に差額が発生していれ
ば、その差額分を釣り銭として排出することで運賃精算を行う自動精算式のものも開発さ
れている。この種の自動精算式においては、例えば運賃として投入された紙幣（千円札）
を釣り銭として使用するもの（紙幣還流式運賃箱）も想定される。なお、運賃として投入
された紙幣を釣り銭として使用する技術は、例えば特許文献１等に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平７－２７２００５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、この種の紙幣還流式運賃箱においては、運賃箱に投入された投入紙幣を、よ
り安全性高く保管したい要望があった。
　本発明の目的は、運賃箱に投入される投入紙幣を、より安全性高く保管することができ
る紙幣還流式運賃箱を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記問題点を解決する紙幣還流式運賃箱は、硬貨又は紙幣の運賃が投入された際、その
投入運賃を箱内で保管するとともに、その投入運賃と必要運賃との間に差額が発生してい
れば、当該差額を釣り銭として箱外に排出可能で、しかも前記運賃として紙幣が投入され
た際、その投入紙幣を釣り銭として使用する場合には、当該投入紙幣を箱内に備蓄しつつ
、この収納紙幣を釣り銭として排出する場合には、前記収納紙幣を繰り出してこれを釣り
銭として箱外に排出する紙幣還流式運賃箱において、前記投入紙幣を釣り銭として使用す
るか否かを判定する判定手段を備え、前記投入紙幣を釣り銭として使用しない場合には、
当該投入紙幣の保管先に繋がる保管先搬送通路に当該投入紙幣を送ることにより、該投入
紙幣を前記保管先に収納し、前記投入紙幣を釣り銭として使用する場合には、前記投入紙
幣を釣り銭として収納する紙幣収納部に繋がる収納部搬送通路に当該投入紙幣を送ること
により、該投入紙幣を前記紙幣収納部に収納する。
【０００７】
　本構成によれば、例えば紙幣還流式運賃箱に運賃として紙幣が投入された際、この投入
紙幣が紙幣収納部に釣り銭用として備蓄される場合には、投入紙幣が箱内の搬送通路を通
って紙幣収納部に送られ、この投入紙幣が釣り銭用紙幣として紙幣収納部に備蓄される。
一方、紙幣還流式運賃箱に運賃として紙幣が投入された際、この投入紙幣と必要運賃との
間に差額が発生して運賃箱から釣り銭を紙幣で払い出す必要がある場合、紙幣収納部に収
納された紙幣が紙幣収納部から繰り出され、この紙幣が釣り銭として運賃箱から外部に排
出される。
【０００８】
　また、本構成によれば、釣り銭用として紙幣を備蓄する紙幣収納部で全ての投入紙幣を
保管するのではなく、必要に応じて運賃箱の金庫である保管先に投入紙幣が搬送され、投
入紙幣はそこで保管される。よって、運賃箱に投入される投入紙幣を、より安全性高く保
管することが可能となる。
【０００９】
　前記紙幣還流式運賃箱において、前記紙幣収納部に釣り銭用の前記紙幣を出し入れする
際の入出口を上向きに設けることが好ましい。この構成によれば、紙幣での釣り銭の払い
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出し時において紙幣収納部に収納された紙幣を紙幣収納部から外部に繰り出す際、もし仮
に複数枚の紙幣がまとめて引き出されてこれらが入出口を通過する動作をとったとしても
、これら紙幣には入出口を通過するその通過過程で自重により下方に落ちようとする力が
作用するので、これら紙幣のうち連れ上がりしたものはその自重により下方に落ちて、紙
幣収納部に再収納される動作をとり易くなる。よって、紙幣収納部に収納された紙幣を釣
り銭用の紙幣として紙幣収納部から取り出す際に複数枚が重なって取り出される問題、い
わゆる重券を発生し難くすることが可能となる。
【００１０】
　前記紙幣還流式運賃箱において、前記投入紙幣を前記保管先の金庫に送る時に当該投入
紙幣が通過する前記保管先搬送通路の途中には、当該搬送通路から分岐して前記紙幣収納
部の入出口に繋がる前記収納部搬送通路としての分岐通路が設けられ、前記箱内には、前
記投入紙幣を箱内に引き込んでこれをその時々で指定される搬送先まで搬送する紙幣搬送
機構が設けられ、前記投入紙幣を前記紙幣収納部に搬送するに際しては、前記投入紙幣が
前記分岐通路の通路口を通り過ぎた後、前記紙幣搬送機構をそれまでとは逆の駆動状態と
し、かつ前記通路口を有効とすることにより、前記投入紙幣を逆走させてこれを前記分岐
通路に通し、当該分岐通路から前記投入紙幣を前記紙幣収納部に送ることにより、その紙
幣を釣り銭として前記紙幣収納部に備蓄することが好ましい。この構成によれば、紙幣収
納部の入出口を上向きとする場合であっても、紙幣種識別収納部にある紙幣を紙幣収納部
に送る際に要する紙幣の搬送経路を、極力短いものとすることが可能となる。
【００１１】
　前記紙幣還流式運賃箱において、前記投入紙幣の搬送通路を前記保管先又は前記紙幣収
納部の一方に選択的に切り替えるフラッパと、前記フラッパを動作させる際の当該フラッ
パの回動駆動源とを備え、前記収納部搬送通路を閉じる回動位置に前記フラッパを回すこ
とにより、前記保管先搬送通路を有効とし、前記回動駆動源を先とは逆方向に駆動して前
記収納部搬送通路を開ける回動位置に前記フラッパを回すことにより、前記収納部搬送通
路を有効とすることが好ましい。この構成によれば、フラッパを使用して投入紙幣の搬送
通路を適宜切り替えることが可能となる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、紙幣還流式運賃箱において、運賃箱に投入される投入紙幣を、より安
全性高く保管することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】（ａ）は一実施形態における紙幣還流式運賃箱の外観を示す斜視図、（ｂ）はそ
の紙幣投入口付近で拡大した拡大斜視図。
【図２】紙幣還流装置の内部構成を示す縦断面図。
【図３】（ａ）は収納室扉を開状態とした時の運賃箱の斜視図、（ｂ）は箱本体から収納
室扉を取り外した時の運賃箱の斜視図、（ｃ）は箱本体からカセットを取り外した時の運
賃箱の斜視図。
【図４】カセットを表側から見た時の外観を示す斜視図。
【図５】カセットを裏側から見た時の外観を示す斜視図。
【図６】カセットの分解斜視図。
【図７】カセットの仮止め機構が仮止め解除状態をとった時の斜視図。
【図８】カセットの仮止め機構が仮止め状態をとった時の斜視図。
【図９】カセットの仮止め機構が仮止め状態をとった時の裏側からの斜視図。
【図１０】仮止め機構の仮止めを解除操作した時のカセットを裏側から見た斜視図。
【図１１】釣り銭紙幣をカセットにセットした状態を示すカセットの斜視図。
【図１２】箱本体に取着状態をとるカセットで紙幣が仮止め状態をとる時の断面図。
【図１３】箱本体に取着状態をとるカセットで紙幣が非仮止め状態をとる時の断面図。
【図１４】リフタ機構の概略構成を示す斜視図。
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【図１５】リフタ機構が収納状態をとった時の紙幣還流装置の部分縦断面図。
【図１６】リフタ機構が突出状態をとった時の紙幣還流装置の部分縦断面図。
【図１７】リフタ機構が突出状態をとった際に紙幣が紙幣一時収納空間に収納された時の
紙幣還流装置の部分縦断面図。
【図１８】リフタ機構が払い出し状態をとった時の紙幣還流装置の部分縦断面図。
【図１９】紙幣還流装置の電気構成を示すブロック図。
【図２０】紙幣還流装置の動作遷移の過程を示す動作表。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、紙幣還流式運賃箱の一実施形態を図１～図２０に従って説明する。
　図１に示すように、路線バスやワンマン鉄道等の車両の車内には、運賃（硬貨、紙幣）
や整理券の投入先として運賃箱１が設置されている。運賃箱１には、硬貨を運賃箱１に投
入する際のその投入口として上蓋２に配設された硬貨投入部３と、運賃として支払う紙幣
を投入可能な紙幣入出部４とが設けられている。また、運賃箱１には、運賃箱１に投入さ
れた運賃や整理券の保管先として運賃箱金庫５が設けられている。運賃箱１に投入された
運賃は、運賃箱１に内蔵された硬貨計数機（図示略）で硬貨種類、硬貨枚数、投入金額等
が計数処理され、その処理後に運賃箱金庫５に保管される。また、運賃箱１に投入された
整理券は、硬貨や紙幣とともに運賃箱金庫５に一括収納される。なお運賃箱金庫５が保管
先の一例である。
【００１５】
　また、本例の運賃箱１は、乗客が乗車に要した運賃（以降、これを必要運賃と言う）を
運行路線の停車場ごとに認識し、運賃箱１に運賃が投入された際、箱内に取り込んだその
時の投入運賃と必要運賃とを比較することにより、必要運賃を満足する金額が投入された
かを判定しつつ、この時に投入運賃と必要運賃との間に差額が発生していれば、その差額
を釣り銭として箱外に排出する自動精算式となっている。この種の自動精算式においては
、箱本体６の前面壁（手前側の壁）７に、釣り銭硬貨を箱外に排出する釣り銭硬貨用受け
皿８が設けられ、釣り銭としての硬貨が釣り銭硬貨排出口８ａから排出される。また、本
例の紙幣入出部４は、運賃紙幣の投入口と釣り銭紙幣の排出口とで共用されている。よっ
て、釣り銭紙幣は、運賃紙幣投入の際に精算処理が行われた後、紙幣入出部４から排出さ
れる。また、本例の運賃箱１は、運賃紙幣を取り込むに際して紙幣を１枚ずつ受け付けつ
つ、釣り銭として紙幣を排出するに際しては釣り銭紙幣を１枚ずつ排出する動作をとる。
【００１６】
　更に、本例の運賃箱１は、運賃箱１に投入した紙幣を釣り銭として使用する紙幣還流式
となっている。図２に示すように、この種の紙幣還流式運賃箱１においては、箱本体６の
内部に、投入紙幣を収納と繰出とで還流させる紙幣還流装置９が組み付けられている。こ
の紙幣還流装置９は、運賃箱１に投入された投入紙幣が高額紙幣（一万円札）であったり
、或いは自身に充分な枚数の釣り銭紙幣が収納されたりしている場合には、投入紙幣をそ
のまま運賃箱金庫５に搬送する。一方、紙幣還流装置９は、運賃箱１に投入された投入紙
幣が小額紙幣（千円札）で、しかも釣り銭紙幣の備蓄量が少ない場合、投入紙幣をケース
１０内に釣り銭用として自身に収納する。
【００１７】
　この紙幣還流装置９のケース１０内には、運賃として投入された投入紙幣のうち釣り銭
として使用するものを収納可能な紙幣収納室（還流庫）１１が設けられている。この紙幣
収納室１１は、ケース１０内の各種構成部品により囲まれることによって形成され、収納
紙幣を釣り銭として使用する場合には、収納紙幣を自身の外部に繰り出すことが可能とな
っている。また、本例の紙幣収納室１１は、この紙幣収納室１１内に紙幣を送り込む際の
入口と、収納紙幣を釣り銭として外に繰り出す際の出口とが共通に形成され、この入出口
１１ａが上を向くように配置されている。
【００１８】
　ケース１０の内部には、紙幣入出部４の紙幣用開口１２から取り込まれた投入紙幣が運
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賃箱金庫５に至る際に通る通路として主搬送通路１３が形成されている。本例の主搬送通
路１３は、通路上流側に位置するとともに通路が水平方向に延びる水平搬送通路１３ａと
、通路下流側に位置するとともに通路が鉛直方向（垂直方向）に延びる鉛直搬送通路１３
ｂとからなる。主搬送通路１３（鉛直搬送通路１３ｂ）の途中には、この主搬送通路１３
から分岐して紙幣収納室１１の入出口１１ａに繋がる分岐通路１４が形成されている。投
入紙幣が釣り銭として使用されない場合、投入紙幣は水平搬送通路１３ａ及び鉛直搬送通
路１３ｂを止まることなく下流に向かって流れて、運賃箱金庫５に搬送され、投入紙幣が
釣り銭として使用される場合、投入紙幣が水平搬送通路１３ａから鉛直搬送通路１３ｂに
搬送されて、紙幣終端が分岐通路１４を超える紙幣一時保留位置に投入紙幣が位置すると
、その紙幣一時保留位置から投入紙幣が逆走して分岐通路１４に通されることにより、こ
の分岐通路１４を介して紙幣収納室１１に搬送される。なお、主搬送通路１３が保管先搬
送通路の一例であり、分岐通路１４が収納部搬送通路の一例である。
【００１９】
　図２に示すように、紙幣還流装置９の内部フレーム１５（図３（ｃ）参照）の上部には
、複数のプーリ１６～１８で張設された鑑別部搬送ベルト１９が回動可能な状態で左右に
一対取り付けられている。鑑別部搬送ベルト１９，１９は、紙幣用開口１２付近において
紙幣をケース１０（運賃箱１）の内外に移動させる。また、内部フレーム１５において鑑
別部搬送ベルト１９，１９の下方位置には、複数のプーリ２０～２２等で張設された搬送
ベルト２３が回動可能な状態で左右に一対取り付けられている。搬送ベルト２３，２３は
、鑑別部搬送ベルト１９，１９から搬送されてきた投入紙幣を奥側（運賃箱金庫５、紙幣
収納室１１）や、或いは紙幣収納室１１の収納紙幣を釣り銭として上流側（紙幣入出部４
）に移動させる。搬送ベルト２３，２３は、紙幣還流装置９の上下方向に長く延びる形状
をとっている。プーリ１８のプーリ軸１８ａとプーリ２０のプーリ軸２０ａとの間には、
複数のギアからなる第１ギア機構（図示略）が組み込まれ、鑑別部搬送ベルト１９，１９
と搬送ベルト２３，２３とはこの第１ギア機構を介して一体回動可能に連結されている。
【００２０】
　また、内部フレーム１５の下部には、搬送ベルト２３，２３（鑑別部搬送ベルト１９，
１９）を回動させる際の駆動源として搬送モータ２５が取り付けられている。搬送モータ
２５のモータ軸２５ａには、複数のギアからなる第２ギア機構（図示略）を介して搬送ベ
ルト２３，２３のプーリ２１が連結されている。これにより、搬送モータ２５が回転する
と、その回転方向に応じた方向に搬送ベルト２３，２３及び鑑別部搬送ベルト１９，１９
が同期回動する。搬送モータ２５のモータ軸２５ａには、搬送モータ２５の回転量（回転
速度）を検出するタイミングパルスセンサ２７が取り付けられている。このタイミングパ
ルスセンサ２７は、例えばインタラプタ式の光センサが使用され、搬送モータ２５の回転
量に応じた検出信号を出力する。なお、プーリ２０，２１、ベルト２３及び搬送モータ２
５が紙幣搬送機構の一例である。
【００２１】
　搬送ベルト２３，２３のプーリ２２のプーリ軸２２ａには、一対のローラ部材からなる
フィードローラ２８が相対回動可能（空回り可能）な状態で組み付けられている。このフ
ィードローラ２８は、プーリ２２と同一軸心位置に組み付けられ、ケース１０内に取り込
まれた投入紙幣を紙幣収納室１１に案内したり、或いは紙幣収納室１１内の収納紙幣を釣
り銭として紙幣収納室１１から繰り出したりする。内部フレーム１５においてフィードロ
ーラ２８の隣位置には、フィードローラ２８の従動ローラとしてリターンローラ２９が回
動可能に取り付けられている。また、内部フレーム１５においてフィードローラ２８の下
方位置には、捌き部駆動ベルト３０を介してキックローラ３１が連結されている。このキ
ックローラ３１は、紙幣収納室１１内の収納紙幣を釣り銭として紙幣収納室１１の外部に
繰り出す際に、この収納紙幣を上側に持ち上げる。また、捌き部駆動ベルト３０は、フィ
ードローラ２８とキックローラ３１との間に巻き掛けられている。
【００２２】
　また、内部フレーム１５の中央位置には、捌き部駆動ベルト３０を回動させる際の駆動
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源として繰出モータ３４が取り付けられている。繰出モータ３４のモータ軸３４ａには、
複数のギアからなる第３ギア機構（図示略）を介してキックローラ３１のローラ軸３１ａ
に連結されている。これにより、繰出モータ３４が回転すると、その回転方向に応じた方
向に捌き部駆動ベルト３０が同期回動し、これと同じ方向にフィードローラ２８及びキッ
クローラ３１が同期回動する。
【００２３】
　搬送モータ２５が一方向に回転（例えば正転）すると、これに伴って搬送ベルト２３，
２３及び鑑別部搬送ベルト１９，１９も同じ一方向に回転する。これにより、紙幣入出部
４に挿し込まれた紙幣は鑑別部搬送ベルト１９，１９によってケース１０内に引き込まれ
、この後は搬送ベルト２３，２３により主搬送通路１３を下流側に向かって流れる動作を
とる。また、搬送モータ２５が他方向に回転（例えば逆転）すると、これに伴って搬送ベ
ルト２３，２３及び鑑別部搬送ベルト１９，１９も他方向に回転する。よって、この時に
例えば投入紙幣が主搬送通路１３に位置していれば、投入紙幣は搬送ベルト２３，２３及
び鑑別部搬送ベルト１９，１９によって主搬送通路１３を上流側に向かって流れる動作を
とる。
【００２４】
　更に、繰出モータ３４が一方向に回転（例えば正転）すると、これに伴ってリターンロ
ーラ２９及びキックローラ３１が一方向に回転する。これにより、この時に例えば分岐通
路１４に投入紙幣が位置していれば、リターンローラ２９によって投入紙幣が紙幣収納室
１１に搬送される。また、繰出モータ３４が他方向に回転（例えば逆転）すると、これに
伴ってリターンローラ２９及びキックローラ３１が他方向に回転する。これにより、紙幣
収納室１１の収納紙幣がキックローラ３１によって上方に蹴り上げられ、収納紙幣が分岐
通路１４に送られる動作をとる。　図２に示すように、紙幣還流装置９の紙幣入出口３６
付近には、この付近における紙幣の有無を検出するスタートセンサ３７が設けられている
。
【００２５】
　このスタートセンサ３７は、例えば発光素子と受光素子が向き合う配置状態をとった分
離型の光センサからなり、紙幣入出口３６（紙幣用開口１２）の幅方向に並んだ状態で２
つ設置されている。紙幣がスタートセンサ３７，３７の検知エリアに入ると、受光素子で
受光できる光量が変化することから、スタートセンサ３７，３７はこの光量の変化を見る
ことにより、紙幣がこの紙幣入出口３６に存在するか否かを検出する。例えば、これら両
方のスタートセンサ３７が紙幣入出口３６に紙幣が挿入されたことを検出すると、それま
で停止状態をとっていた搬送モータ２５が駆動状態に切り換えられ、紙幣還流装置９のケ
ース１０内に引き込む動作が開始される。
【００２６】
　また、ケース１０の上部において水平搬送通路１３ａに沿う位置には、ケース１０内に
引き込んだ投入紙幣の種類（金種）を識別する紙幣種別センサ群３８が設けられている。
この紙幣種別センサ群３８は、紙幣に設けられた識別模様等の各種特性値を検出すべく、
例えば分離型赤外線センサや光反射センサ等が使用されている。
【００２７】
　図２に示すように、内部フレーム１５において鉛直搬送通路１３ｂを形成する通路壁に
は、分岐通路１４の通路口１４ａ付近に、爪形状をなしたフラッパ４４が自身の軸部４４
ａを支点に回動可能な状態で複数組み付けられている。また、フラッパ４４の背面には、
フラッパ４４の回動駆動源としてソレノイド４５が取り付けられている。このフラッパ４
４は、通路壁の内側に入り込んだ収納状態（図２の破線状態）をとる場合、分岐通路１４
の通路口１４ａに蓋をして、投入紙幣が分岐通路１４に入り込むことを許可せず、鉛直搬
送通路１３ｂ上に飛び出した突出状態（図２の実線状態）をとる場合、分岐通路１４の通
路口１４ａを開口して、投入紙幣が分岐通路１４に入り込むことを許容する。
【００２８】
　図３（ａ）～（ｃ）に示すように、箱本体６の前面壁（手前側の壁）７には、紙幣収納
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室１１を開け閉め可能な収納室扉４９が形成されている。この収納室扉４９は、紙幣入出
部４の真下に配置されるとともに、扉が下側で開く下開きとなっている。また、この収納
室扉４９には錠前（図示略）が設けられ、収納室扉４９を開状態とするには鍵を必要とす
る。また、図３（ｂ）に示すように、収納室扉４９は、開き状態となった際に箱本体６の
幅方向（図３（ｂ）では右方向）にスライド移動することにより、箱本体６から取り外し
可能となっている。
【００２９】
　紙幣収納室１１には、図２及び図３に示すように、この紙幣収納室１１の一構成部品と
してカセット５０が収納されている。本例のカセット５０（紙幣収納室１１）は、箱本体
６の前面壁７の内壁面７ａに沿う位置に配置されている。また、カセット５０は、図３（
ｃ）に示すように、箱本体６に対して着脱可能であって、運賃箱１にある程度の枚数の釣
り銭用紙幣を備蓄する時の紙幣のセット先として使用される。即ち、運賃箱１に釣り銭紙
幣を補充する際には、カセット５０を箱本体６から取り外し、このカセット５０に所定枚
数（数十枚）の釣り銭用紙幣をセットし、カセット５０への紙幣セットが終了した後、こ
のカセット５０を箱本体６に再取り付けして、運賃箱１に満足する枚数の釣り銭紙幣を持
たせている。また、箱本体６の内部において紙幣還流装置９（カセット５０）の隣位置に
は、外壁の釣り銭硬貨排出口８ａに繋がる釣り銭硬貨排出部４８が設けられている。なお
、カセット５０が紙幣収納部の一例である。
【００３０】
　図４～図６に示すように、カセット５０の本体部分をなすカセット本体５１には、板形
状をなすプッシャ板５２がカセット本体５１に対して可動可能に取り付けられている。カ
セット本体５１とプッシャ板５２との間には、交差状に組み付いた一対のリンク部材５３
，５４が設けられている。これらリンク部材５３，５４は、中央に位置する軸部５５を支
点に揺動可能な状態で組み付けられている。これらリンク部材５３，５４の間には、これ
らリンク部材５３，５４を立ち上がる方向（図４の矢印Ａ方向）に付勢する一対のリンク
付勢部材５６，５６（図６参照）が取り付けられている。リンク付勢部材５６，５６は、
例えばねじりコイルばねからなり、軸部５５に巻き付いた取り付け状態をとっている。こ
れらリンク部材５３，５４のうち一方のリンク部材５３は、一端がカセット本体５１の内
面の一対の折曲片５１ａ，５１ａに枢支され、他端がプッシャ板５２の一対の長孔５２ａ
，５２ａに嵌挿されている。また、他方のリンク部材５４は、一端がプッシャ板５２の内
面の一対の折曲片５２ｂ，５２ｂに枢支され、他端がカセット本体５１の長孔５１ｂ，５
１ｂに嵌挿されている。
【００３１】
　プッシャ板５２は、リンク付勢部材５６，５６の付勢力によりリンク部材５３，５４が
起き上がり動作をとることにより持ち上がり、リンク部材５３，５４の一端部が長孔５１
ｂ，５２ａに沿って動くことにより、プッシャ板５２の上下方向往復動作が許容されてい
る。プッシャ板５２は、カセット５０が箱本体６に取り付けられたセット状態において、
内部フレーム１５との間で紙幣収納室１１を形成するとともに、紙幣収納室１１内の紙幣
のうち最も手前の収納紙幣が紙幣繰り出しの際にキックローラ３１で上方に蹴り上げられ
るように、リンク付勢部材５６，５６により持ち上がるリンク部材５３，５４の押上力に
より紙幣収納室１１内の収納紙幣を内部フレーム１５に強く押し付ける。
【００３２】
　図６～図８に示すように、カセット５０には、カセット５０に備蓄用の釣り銭紙幣をセ
ットした際にこのセット紙幣がカセット５０から脱落しないようにセット紙幣をカセット
５０に一時的に仮保持する仮止め機構５７が設けられている。この仮止め機構５７におい
ては、カセット本体５１の両側部に、一対の爪部材５８，５８が枢支されている。これら
爪部材５８，５８は、各々２つの係止爪５９，５９を持つとともに、互いに向き合うよう
に配置されている。これら爪部材５８，５８は、カセット５０に立設された各々の一対の
折曲片６０，６０に回動軸６１が軸支されている。カセット本体５１の幅方向両側の側壁
部６２には、係止爪５９が側壁部６２を跨いで動くことを許容すべく、各々の係止爪５９
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ごとに窓部６３が複数形成されている。また、カセット本体５１と爪部材５８，５８との
間には、爪部材５８，５８（係止爪５９）をカセット本体５１から離す側、即ち係止爪５
９による仮止めを解除する側に付勢する爪付勢部材６４が設けられている。爪付勢部材６
４は、例えばねじりコイルばねからなり、回動軸６１に巻き付いた取り付け状態をとって
いる。
【００３３】
　また、カセット本体５１の内部には、板状の可動片６５がカセット本体５１の長手方向
（図７の矢印Ｂ方向）にスライド往復移動可能な状態で組み付けられている。可動片６５
には、そのスライド移動方向に沿って並んだ２つの長孔６６，６６が貫設されている。可
動片６５は、これら長孔６６，６６に抜け止めピン６７，６７を通してこれをカセット本
体５１に取り付け固定することにより、カセット本体５１にスライド移動が許容された状
態で取り付けられている。また、可動片６５の先端には、プッシャ板５２の幅方向全域に
亘って延びる棒状の押込部６８が一体形成されている。この押込部６８の各々の端部は、
カセット本体５１の各々の側壁部６２に貫設された一対の長孔６９，６９に嵌挿されてい
る。可動片６５のスライド移動範囲は、長孔６６，６９の長さによって設定されている。
【００３４】
　カセット本体５１の内部には、カセット本体５１の幅方向全域に亘って延びる棒状の掛
止部７０が架設されている。可動片６５と掛止部７０との間には、可動片６５を引き込み
側（図７の矢印Ｂ１方向）に付勢する一対の可動片付勢部材７１，７１が取り付けられて
いる。これら可動片付勢部材７１，７１は、例えばコイルスプリングからなり、一端が掛
止部７０に掛止されるとともに、可動片６５の側部に貫設された各々の掛止孔７２，７２
に他端が掛止されている。可動片６５は、可動片付勢部材７１，７１の付勢力により図７
の矢印Ｂ１方向に常に力が作用した状態をとり、可動片付勢部材７１，７１の付勢力によ
って最大限押し出された位置（以降、これを飛び出し位置と言う：図７の状態）と、可動
片付勢部材７１，７１の付勢力に抗して最大限引き込んだ位置（以降、これを引き込み位
置と言う：図８の状態）との２位置をとる。また、可動片６５には、プッシャ板５２側に
飛び出した一対の突部７３，７３がカセット本体５１の幅方向に並ぶ状態で形成されてい
る。
【００３５】
　また、図７及び図８に示すように、爪部材５８，５８の略中央位置には、可動片６５で
爪部材５８，５８を起こす、即ち仮止め機構５７を仮止め状態とする際に働く当接片７４
が折り曲げ形成されている。一方、可動片６５の側端には、この当接片７４に上側から当
接可能な起こし片７５が折り曲げ形成されている。また、爪部材５８，５８においてその
端部寄りの位置には、可動片６５で爪部材を倒す、即ち仮止め機構５７を仮止め解除状態
とする際に働く延出片７６が折り曲げ形成されている。一方、可動片６５の側端には、延
出片７６を下側から押し上げ可能な持ち上げ片７７が折り曲げ形成されている。
【００３６】
　よって、可動片６５が引き込み位置をとって、可動片６５の起こし片７５が爪部材５８
，５８の当接片７４を上側から押し込む状態をとりつつ、可動片６５の持ち上げ片７７が
爪部材５８，５８の延出片７６から離間する状態をとると、爪部材５８，５８が側壁部６
２に近づく側（図７の矢印Ｃ１方向）に回動する動作を以て係止爪５９が側壁部６２の内
側に飛び出し、仮止め機構５７が仮止め状態（図１１及び図１２の状態）をとる。また、
可動片６５が飛び出し位置をとって、可動片６５の持ち上げ片７７が延出片７６を下側か
ら持ち上げる状態をとりつつ、可動片６５の起こし片７５が爪部材５８，５８の当接片７
４から離間した状態をとると、爪部材５８，５８が側壁部６２から離れる側（図７の矢印
Ｃ２方向）に回動する動作を以て係止爪５９が側壁部６２の外側に待避し、仮止め機構５
７が仮止め解除状態（図１３の状態）をとる。
【００３７】
　カセット本体５１においてその中央寄りの位置には、板形状のレバー部７８が枢支され
ている。このレバー部７８は、カセット本体５１の幅方向に延びる軸部７９がカセット本



(10) JP 2013-54785 A 2013.3.21

10

20

30

40

50

体５１の内面の一対の折曲片８０，８０に軸支されている。レバー部７８の根元には、可
動片６５の突部７３，７３に掛止可能な一対の保持爪８１，８１が形成されている。レバ
ー部７８の軸部７９には、保持爪８１，８１が突部７３，７３に移動する側（図７の矢印
Ｄ１方向）にレバー部７８を常時付勢するレバー付勢部材８２が設けられている。このレ
バー付勢部材８２は、例えばねじりコイルばねからなり、軸部７９に巻き付いた取り付け
状態をとっている。
【００３８】
　また、図９及び図１０に示すように、カセット本体５１の底面には、その中央寄りの位
置において通し孔８３が貫設されている。この通し孔８３からは、レバー部７８の操作部
８４と、可動片６５が飛び出し位置（仮止め機構５７が仮止め解除状態）にある際にその
可動片６５の一部とが露出する。レバー部７８の操作部８４は、通し孔８３で外部に露出
するものの、カセット本体５１の底面と面一をとる形状に形成されている。通し孔８３は
、指を挿し込むことが可能な大きさに形成され、通し孔８３に指を挿し込んで、可動片６
５を手動操作したり或いはレバー部７８を手前側に引き操作したりすることが可能となっ
ている。
【００３９】
　仮止め機構５７が仮止め解除状態にある際、通し孔８３に指を差し込み、この指で飛び
出し位置にある可動片６５を可動片付勢部材７１，７１の付勢力に抗して引き込み位置に
操作すると、保持爪８１，８１が突部７３，７３に係止して可動片６５の位置がロックさ
れることにより、仮止め機構５７が仮止め状態となる。一方、仮止め機構５７が仮止め状
態にある際、通し孔８３に指を差し込み、この指でレバー部７８を手前に引く操作を行う
と、保持爪８１，８１が突部７３，７３から外れてロックが解除され、可動片付勢部材７
１，７１の付勢力により可動片６５が飛び出し位置に位置して、仮止め機構５７が仮止め
解除状態に切り換わる。
【００４０】
　図２及び図１４に示すように、内部フレーム１５には、カセット５０が箱本体６に取り
付けられた際にカセット５０の仮止め機構５７が解除されているか否かを検出するカセッ
ト監視センサ８５が設けられている。カセット監視センサ８５は、例えばインタラプタ式
の光センサが使用されている。カセット５０が箱本体６に取り付けられた際、この時にカ
セット５０の仮止め機構５７が仮止め解除状態をとっていれば、可動片６５の押込部６８
が持ち上がった状態をとり、この押込部６８がカセット監視センサ８５のセンサレバー８
５ａを押す動作をとる。カセット監視センサ８５は、可動片６５の押込部６８がセンサレ
バー８５ａに触れてオンすると、カセット５０の仮止め機構５７が仮止め解除状態にある
ことを検出する。
【００４１】
　また、内部フレーム１５には、備蓄用の釣り銭として分岐通路１４を流れてきた紙幣を
紙幣収納室１１に収納するリフタ機構８６が設けられている。このリフタ機構８６におい
ては、内部フレーム１５に、内部フレーム１５の厚さ方向（図１６の矢印Ｅ方向）に沿っ
て延びる円柱状の案内部８７が形成されている。この案内部８７には、内部フレーム１５
と収納紙幣との間に一時的な収納空間を形成するリフタ８８が案内部８７に沿って往復動
可能な状態で取り付けられている。このリフタ８８は、鉛直方向に立設する一対の押込片
８９，８９と、この押込片８９，８９をその下端で支持する座部９０とを持ち、座部９０
に貫設された貫設孔９０ａに案内部８７を通すことにより、内部フレーム１５に対して往
復動可能に取り付けられている。
【００４２】
　内部フレーム１５には、リフタ８８を往復動させる際の駆動源としてリフタモータ９１
が取り付けられている。リフタ８８の座部９０には、内部フレーム１５の幅方向（図１６
の紙面奥行き方向）に沿って延びる形状の長孔９２が形成されている。リフタモータ９１
は、モータ軸９１ａが下を向く状態で配置され、複数のギアからなる第４ギア機構９３と
、偏心軸９４を持つカム部９５とを介しつつ、カム部９５の偏心軸９４を座部９０の長孔
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９２に嵌挿することによってリフタ８８に連結されている。
【００４３】
　リフタ８８は、通常時において、内部フレーム１５に埋まった収納位置（図１４及び図
１５の状態）をとる。そして、投入紙幣を紙幣収納室１１に収納する際、リフタモータ９
１が回動を開始すると、偏心軸９４が長孔９２を移動しつつリフタ８８を押し出す動作を
とることにより、それまで収納位置をとっていたリフタ８８が内部フレーム１５から離れ
る側にスライド移動を開始する。そして、リフタ８８が内部フレーム１５から大きく離間
した突出位置（図１６の状態）をとると、この時は内部フレーム１５とリフタ８８（押込
片８９，８９）との間に、一定間隔の隙間で紙幣一時収納空間９６が形成される。分岐通
路１４を流れてくる投入紙幣は、図１７に示すように、このタイミングで紙幣一時収納空
間９６に入り込む。そこから更にリフタモータ９１が回転を継続すると、今度は偏心軸９
４が長孔９２を介してリフタ８８を引き込む動作に切り換わり、紙幣一時収納空間９６が
徐々に小さくなる。そして、リフタ８８（押込片８９，８９）が内部フレーム１５に埋ま
る直前、紙幣一時収納空間９６内の紙幣が内部フレーム１５の側壁面１５ｂにより押され
るとともに、一対の押込片８９，８９の間から紙幣が紙幣収納室１１側に送り出されて、
分岐通路１４から流れ込んできた紙幣が紙幣収納室１１に収納される。
【００４４】
　また、図２及び図１４に示すように、内部フレーム１５の側壁面１５ｂには、紙幣収納
室１１の紙幣備蓄量が空になったか否かを検出する備蓄量エンドセンサ９７が設けられて
いる。この備蓄量エンドセンサ９７は、例えば回帰反射型の光センサからなり、プッシャ
板５２上に紙幣がなくなると投光素子の光がプッシャ板５２の透明窓を通り過ぎるので、
この光を受光素子で受光できなくなると、紙幣備蓄量が空になったことを検出する。
【００４５】
　また、ケース１０の内部には、紙幣収納室１１の紙幣備蓄量が満杯になる手前か否かを
検出する備蓄量ニアフルセンサ９８が設けられている。備蓄量ニアフルセンサ９８は、例
えばインタラプタ式の光センサからなり、プッシャ板５２がセンサレバー９８ａに触れて
オンすると、紙幣収納室１１の紙幣備蓄量が満杯の手前であることを検出する。また、ケ
ース１０の内部において備蓄量ニアフルセンサ９８の手前側の位置には、紙幣収納室１１
の紙幣備蓄量が満杯か否かを検出する備蓄量フルセンサ９９が設けられている。備蓄量フ
ルセンサ９９は、例えばインタラプタ式の光センサが使用され、プッシャ板５２がセンサ
レバー９９ａに触れるとオンして、紙幣収納室１１の紙幣備蓄量が満杯であることを検出
する。
【００４６】
　また、運賃箱１には、この運賃箱１を統括管理する統括制御装置（図示略）が設けられ
ている。この統括制御装置は、各々の停留所で必要となる必要運賃を管理しつつ、その必
要運賃を基に紙幣還流装置９で取り込まれた紙幣の金額データとの差額を釣銭データとし
て紙幣還流装置９へ送信し、所定金種の紙幣を所定枚数払い戻すことにより、運賃の精算
処理を行う。この総括制御装置には、紙幣還流装置用制御装置１００（以下、制御装置１
００という）が通信可能に接続されている。この制御装置１００の入力側には、各種セン
サ群が接続され、出力側には、各種モータ２５，３４，９１及びソレノイド４５が接続さ
れている。制御装置１００は、これらセンサ群から入力するセンサ信号を基にモータ２５
，３４，９１及びソレノイド４５を駆動して、運賃支払い時において箱内に取り込んだ投
入紙幣をそのまま運賃箱金庫５に搬送する回収動作と、投入紙幣を紙幣収納室１１に搬送
してこれを備蓄する入金動作と、紙幣収納室１１内の収納紙幣を釣り銭紙幣として箱外に
排出する出金動作とを実行する。なお、制御装置１００が判定手段の一例である。
【００４７】
　次に、本例の紙幣還流式運賃箱１の動作を図２０の動作表１０１を用いて説明する。
　路線バス等の車両の運行を開始するのに先立ち、この種の車両を管理する管理者は、紙
幣還流式運賃箱１にある程度の枚数の釣り銭紙幣を予めセットしておく釣り銭用紙幣セッ
ト作業を行う。この釣り銭用紙幣セット作業としては、まずは最初に収納室扉４９の鍵を
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解錠して図３（ａ）に示すように収納室扉４９を開状態にし、続いて図３（ｂ）に示すよ
うに収納室扉４９を右側にスライド操作して、収納室扉４９を運賃箱１の箱本体６から取
り外す。そして、箱本体６の紙幣収納室１１に収納されているカセット５０の仮止め機構
５７を外し、その後、図３（ｃ）に示すようにカセット５０の上部側を手前に開くととも
に少し上に持ち上げる操作を以て箱本体６から取り外す。箱本体６から取り外されたカセ
ット５０は、仮止め機構５７が仮止め解除状態をとっている。
【００４８】
　このようにしてカセット５０を箱本体６から取り外した後、今度はカセット５０にある
程度の枚数（例えば数十枚）の釣り銭紙幣をセットする作業に移る。この時は、プッシャ
板５２の上に釣り銭紙幣の束を乗せ、この紙幣束をリンク付勢部材５６の付勢力に抗して
上から押さえ付けることで、紙幣束をプッシャ板５２とともに下に押し込む。そして、こ
の状態で通し孔８３に指を入れて、この指により可動片６５を引き込み操作する。すると
、可動片６５の起こし片７５が爪部材５８，５８の当接片７４を上側から押す動作をとり
、これによって爪部材５８，５８が爪付勢部材６４の付勢力に抗して側壁部６２に近づく
側（図７の矢印Ｃ１方向）に回動する。そして、可動片６５が引き込み位置に位置すると
、係止爪５９がカセット本体５１内に飛び出した状態となるので、係止爪５９がセット紙
幣を上から押さえる状態（図８の状態）をとる。また、可動片６５が引き込み位置に位置
すると、レバー部７８の保持爪８１，８１が可動片６５の突部７３，７３に係止する状態
をとるので、可動片６５の移動にロックがかかり、仮止め機構５７の仮止め状態が維持さ
れる。以上によって、仮止め機構５７が仮止め状態をとり、カセット５０にセットした紙
幣束がカセット５０から脱落し難くなる。
【００４９】
　カセット５０に釣り銭用紙幣を仮止め機構５７により仮止めした状態でセットした後、
続いてはこのカセット５０を箱本体６に再度取り付ける。カセット５０が箱本体６に再取
り付けされてカセット５０が紙幣収納室１１に完全に収まった状態をとると、今度は通し
孔８３に指を差し込んで、レバー部７８を手前側に引き込む操作を行う。これにより、保
持爪８１，８１が突部７３，７３から離れるので、保持爪８１，８１による可動片６５の
ロックが解除され、可動片６５が可動片付勢部材７１，７１に付勢力により飛び出し位置
に向かって移動を開始する。このとき、爪付勢部材６４の付勢力と、可動片６５の持ち上
げ片７７が延出片７６を下側から持ち上げることとにより、爪部材５８，５８が側壁部６
２から離れる側（図７の矢印Ｃ２方向）に回動する。これにより、係止爪５９が側壁部６
２の外側に位置する状態（図８の状態）をとって、仮止め機構５７が仮止め解除状態に切
り換わる。
【００５０】
　箱本体６にセットされたカセット５０の仮止め機構５７が仮止め解除状態になると、こ
の時は可動片６５の押込部６８が飛び出し位置側に位置移動する。これにより、押込部６
８がカセット監視センサ８５のセンサレバー８５ａを押し上げる動作をとり、カセット監
視センサ８５がオンする。よって、カセット５０の仮止め機構５７が仮止め解除状態にあ
ることが確認されるので、これを以て運賃箱１は運賃を受け付ける取込動作が許可される
。そして、以上のようにカセット５０の再取り付けを行った後、収納室扉４９を閉状態に
戻すとともにこれに施錠し、運賃箱１の起動ボタン（図示略）が操作されると、運賃箱１
がそれまでの停止状態から起動状態に切り換わる。
【００５１】
　続いて、車両運行時において車両が停留所に停車して、この時に乗客が運賃箱１に運賃
として紙幣を投入した場合を想定する。このとき、制御装置１００は、スタートセンサ３
７で紙幣投入を検出すると、それまで停止状態にあった搬送モータ２５を一方向に回転（
例えば正転）させる。これにより、搬送ベルト２３，２３が一方向に回転（例えば正転）
を開始しつつ、これに連れ回りして鑑別部搬送ベルト１９，１９も一方向に回転（例えば
正転）を開始する。よって、運賃箱１に投入された投入紙幣は、鑑別部搬送ベルト１９，
１９によって紙幣還流装置９（運賃箱１）のケース１０内に引き込まれる。なお、運賃紙
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幣は１枚ずつ紙幣用開口１２に挿入される。
【００５２】
　制御装置１００は、投入紙幣が鑑別部搬送ベルト１９，１９によってケース１０内に引
き込まれた際、この投入紙幣が紙幣種別センサ群３８を通過するその通過過程において、
投入紙幣の種類を紙幣種別センサ群３８で識別する。このとき、制御装置１００は、投入
紙幣が一万円札であったり或いは紙幣収納室１１に空きがないと判定したりしていたとき
、この投入紙幣をそのまま運賃箱金庫５に搬送する回収動作を行う。また、制御装置１０
０は、投入紙幣が例えば千円札で、しかも紙幣収納室１１に空きがあると判定していたと
き、この投入紙幣を釣り銭紙幣として紙幣収納室１１に備蓄する入金動作を行う。
【００５３】
　制御装置１００は、図２０の動作表１０１に示す通り、回収動作を行う場合、投入紙幣
をケース１０内に引き込む時に開始した搬送モータ２５の一方向への回転動作をそのまま
継続する。即ち、投入紙幣が主搬送通路１３を通る際に紙幣一時保留位置に位置しても、
ここで投入紙幣を一時停止させるのではなくこの位置をそのまま通過させて、投入紙幣を
下流側に送る搬送過程を経る。制御装置１００は、投入紙幣が主搬送通路１３から排出さ
れたことを紙幣通路下流側に位置する出口センサ（図示略）で検出すると、それまで一方
向に回転していた搬送モータ２５を停止状態に切り換える。
【００５４】
　一方、制御装置１００は、入金動作を行う場合、投入紙幣をケース１０内に引き込む時
に開始した搬送モータ２５の一方向への回動動作を、暫くの間は継続する。制御装置１０
０は、内部フレーム１５内の通過センサ（図示略）により、投入紙幣が紙幣一時保留位置
に到達したことを認識すると、それまで一方向に回転していた搬送モータ２５をそのタイ
ミングで一時停止する。これにより、主搬送通路１３を流れてきた投入紙幣は、紙幣一時
保留位置で一時停止する状態となる。
【００５５】
　制御装置１００は、投入紙幣が紙幣一時保留位置に位置したことを検出すると、搬送モ
ータ２５を今度は他方向に回転（例えば逆転）させる動作に切り換える。これにより、搬
送ベルト２３，２３（鑑別部搬送ベルト１９，１９も含む）が他方向に回転（例えば逆転
）を開始する。また、この時の制御装置１００は、それまで停止状態にあった繰出モータ
３４を他方向に回転（例えば逆転）させる動作も行う。これにより、本例の捌き部駆動ベ
ルト３０は、搬送ベルト２３，２３と同じ方向、即ち他方向に回転（例えば逆転）を開始
する。よって、この捌き部駆動ベルト３０の回転に伴って、フィードローラ２８及びキッ
クローラ３１も他方向に回転（例えば逆転）を開始する動作をとる。更に、制御装置１０
０は、投入紙幣が紙幣一時保留位置に位置したことを検出した際、ソレノイド４５をオン
することにより、それまで収納状態をとっていたフラッパ４４を突出状態とする。これに
より、分岐通路１４の通路口１４ａが開放状態となり、投入紙幣をフラッパ４４で案内し
つつ通路口１４ａに導入することが可能となる。
【００５６】
　このように、搬送ベルト２３，２３が他方向に回転（例えば逆転）すると、紙幣一時保
留位置にある投入紙幣が主搬送通路１３を逆走する。また、この時はフラッパ４４が突出
状態をとって分岐通路１４の通路口１４ａが開放されているので、この時に逆走した投入
紙幣がこのフラッパ４４に案内されて分岐通路１４に流れ込む動作をとる。そして、分岐
通路１４に流れ込んだ投入紙幣は、他方向回転する搬送ベルト２３，２３やフィードロー
ラ２８に案内されて、紙幣収納室１１に向かって搬送される。
【００５７】
　また、制御装置１００は、投入紙幣が紙幣一時保留位置に位置した際、リフタモータ９
１についても駆動を開始する。このとき、リフタモータ９１の回転に伴って、リフタ８８
が内部フレーム１５から離れる側にスライド移動を開始し、リフタ８８が内部フレーム１
５から大きく離間した突出位置（図１６の状態）をとると、リフタ８８（押込片８９，８
９）と内部フレーム１５との間に、一定間隔の隙間で紙幣一時収納空間９６が形成される
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。分岐通路１４を流れる投入紙幣は、紙幣収納室１１にこの紙幣一時収納空間９６が形成
されるタイミングで飛び出し、紙幣一時収納空間９６に入り込む動作（図１７の状態）を
とる。制御装置１００は、投入紙幣が紙幣収納室１１（紙幣一時収納空間９６）に完全に
収納されたか否かを、内部フレーム１５内の収納センサ（図示略）で監視し、この収納セ
ンサで紙幣を一旦検出した後に紙幣を再度検出しなくなれば、投入紙幣が紙幣収納室１１
（紙幣一時収納空間９６）に完全に入り込んだものと認識し、搬送モータ２５及び繰出モ
ータ３４をともに停止状態にする。
【００５８】
　制御装置１００は、リフタモータ９１を一定時間の間において駆動し続ける動作をとる
が、このリフタモータ９１とリフタ８８の座部９０とは、偏心軸９４及び長孔９２により
連結される構造をとっているので、モータ回動途中からリフタ８８を元の収納状態に戻す
動作に移行する。このとき、リフタ８８が収納状態をとる手前で、紙幣一時収納空間９６
に収納された投入紙幣が内部フレーム１５の側壁面１５ｂに押される状態をとり、一対の
押込片８９，８９の間からこの投入紙幣が紙幣収納室１１に送り込まれる。これにより、
投入紙幣を釣り銭紙幣として紙幣収納室１１に備蓄する入金動作が完了する。
【００５９】
　また、運賃が例えば一万円札で支払われるなどして投入運賃と必要運賃との間に差額が
発生し、この時の釣り銭を紙幣で支払う必要が発生した場合、制御装置１００は、紙幣収
納室１１内の収納紙幣を釣り銭紙幣として箱外に払い出す出金動作を行う。制御装置１０
０は、この出金動作を行う場合、まずはリフタモータ９１が所定量正転させて、収納位置
にあるリフタ８８（押込片８９）を払い出し位置（図１８の状態）に位置させる。このよ
うに、リフタ８８を払い出し位置に位置させるのは、紙幣収納室１１の釣り銭紙幣束が円
弧状に曲がって収納されていると、紙幣束の先頭がキックローラ３１に接触しないためで
あり、これら紙幣束をその両側からリフタ８８で押すことにより、この曲がり状態を解消
して、紙幣束の先頭をキックローラ３１に当接させるためである。リフタ８８が払い出し
位置をとると、繰出モータ３４を一方向に回転（例えば正転）させて、捌き部駆動ベルト
３０を一方向に回転（例えば正転）させ、このベルト駆動によりキックローラ３１及びフ
ィードローラ２８を一方向に回転（例えば正転）させる。これにより、紙幣収納室１１に
備蓄されている紙幣束のうち最も前面に位置する紙幣がキックローラ３１によって上方に
蹴り上げられるとともに、フィードローラ２８によって分岐通路１４に引き込まれる。
【００６０】
　また、制御装置１００は、出金動作の開始にあたって、ソレノイド４５をオンしてフラ
ッパ４４を突出状態とすることにより分岐通路１４の通路口１４ａを開放するとともに、
搬送モータ２５を一方向に回転（例えば正転）させて搬送ベルト２３，２３を一方向回転
させることにより、収納紙幣を分岐通路１４に通してこれを主搬送通路１３に吐き出させ
る。即ち、搬送ベルト２３，２３は、キックローラ３１で上方に蹴り上げられた収納紙幣
を、分岐通路１４内に送り込むことを補助する。この時に分岐通路１４から主搬送通路１
３に流れ出た収納紙幣は、紙幣一時保留位置に向かって移動する。
【００６１】
　制御装置１００は、内部フレーム１５内で紙幣の通過を検出する通過センサのセンサ出
力を基に、収納紙幣が紙幣一時保留位置に到達したことを検出すると、ソレノイド４５を
オフしてフラッパ４４を収納状態に切り換えるとともに、今度は搬送モータ２５を他方向
に回転（例えば逆転）させることにより、紙幣一時保留位置に位置した収納紙幣を、紙幣
入出部４に向かって逆走させる。これにより、紙幣一時保留位置に位置した収納紙幣は、
釣り銭として紙幣用開口１２から箱外に排出される。制御装置１００は、収納紙幣が紙幣
一時保留位置に位置した際、繰出モータ３４については停止させる。制御装置１００は、
釣り銭紙幣を複数枚で排出する必要がある場合、以上の出金動作を必要紙幣枚数の回数行
い、釣り銭紙幣を一枚ずつ紙幣用開口１２から箱外に排出する。
【００６２】
　ところで、この種の運賃箱１は運転席の隣という乗客の通路についても考慮に入れなけ
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ればならない位置に配置されるので、配置スペースに関してはかなりの制限があり、例え
ば収納室扉４９を９０度以上大きく開くことができない配置スペースに運賃箱１を設置せ
ざるを得ない場合もある。ここで、例えば収納室扉４９を開けてこの扉入口に手を挿し込
んで作業を行うことを想定すると、この時の作業は収納室扉４９の扉入口周りが作業スペ
ースとして関係してくるが、もし収納室扉４９の開閉範囲に制限が生じてしまった場合に
は、この時に使用できる作業スペースが非常に狭い範囲に限定される状況になる。よって
、もし仮に紙幣収納室１１（要はカセット５０に相当するもの）が運賃箱１に一体に備え
付けられた構造をとりつつ、しかも収納室扉４９の開閉範囲に制限が発生する場合、車両
運行前に運賃箱１にある程度の枚数の釣り銭紙幣をセットする釣り銭用紙幣セット作業や
、運行途中で釣り銭紙幣が足りなくなって運賃箱１に釣り銭用紙幣を補充する釣り銭用紙
幣補充作業を、非常に狭い作業エリアで行う必要が生じ、作業性が非常に悪いという問題
に繋がる。
【００６３】
　しかし、本例においては、紙幣還流式運賃箱１を箱内において釣り銭紙幣を備蓄する紙
幣収納箇所を、箱本体６に対して着脱可能なカセット５０として設けている。これにより
、もし仮に収納室扉４９が小さい角度でしか開けることができない状況下におかれても、
箱本体６からカセット５０を取り外すことができれば、カセット５０に釣り銭紙幣をセッ
トする作業自体は、収納室扉４９の開閉エリアに影響を受けない広い作業スペースで行う
ことが可能となる。よって、紙幣還流式運賃箱１に釣り銭紙幣をセットする際にその作業
性を高いものとすることが可能となり、運賃箱１への釣り銭紙幣セットに手間取ることが
なくなる。
【００６４】
　本実施形態の構成によれば、以下に記載の効果を得ることができる。
　（１）紙幣還流式運賃箱１の箱内において釣り銭紙幣を収納する紙幣収納箇所を、箱本
体６に対して着脱可能なカセット５０として設けた。これにより、例えば運賃箱１がその
配置スペースに制限を受けて収納室扉４９が小さい角度でしか開閉できない状況となって
も、運賃箱１への紙幣セット作業はカセット５０を箱本体６から取り外して他の広いスペ
ースで行う作業をとることになるので、運賃箱１に釣り銭紙幣をセットする時の作業性を
向上することができる。
【００６５】
　（２）カセット５０を箱本体６の前面壁７の内壁面７ａに沿う位置に配置したので、収
納室扉４９を開状態とした際に、カセット５０がその扉入口から遠く離れた場所に配置さ
れてしまう状況が生じ難い。よって、カセット５０をより簡単に箱本体６から取り外すこ
とが可能となるので、運賃箱１に釣り銭紙幣をセットする際の作業性をより向上すること
ができる。特に、本例は収納室扉４９の対向位置にカセット５０を配置したので、収納室
扉４９を開状態とした際には、その扉入口からカセット５０が露出する状態をとる。よっ
て、本例においてはカセット５０をより楽に箱本体６から取り外すことができる。
【００６６】
　（３）釣り銭紙幣のセット先であるカセット５０に、セットした釣り銭紙幣の紙幣束を
カセット本体５１に仮止めする仮止め機構５７を設けた。これにより、カセット５０に一
旦セットした釣り銭紙幣をカセット５０に一時的に保持することができる。
【００６７】
　（４）仮止め機構５７は、可動片６５を押し込み操作して仮止め状態とし、レバー部７
８を手前に引き操作して仮止め解除状態とする手動操作式である。よって、この種の仮止
め機構５７を、比較的簡素な構造で、しかも安く製造することができる。
【００６８】
　（５）仮止め機構５７を仮止め解除状態とするときは、爪部材５８，５８を爪付勢部材
６４の付勢力で解除方向に回動させることのみならず、可動片６５の起こし片７５で爪部
材５８，５８の延出片７６を下側から持ち上げることによっても行っている。これにより
、仮止め状態にある仮止め機構５７をより確実に仮止め解除状態に戻すことができる。
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【００６９】
　（６）内部フレーム１５にカセット監視センサ８５を設け、カセット５０が箱本体６に
セットされた際、このセット状態にあるカセット５０が仮止め解除状態にあるか否かをカ
セット監視センサ８５で確認する。これにより、カセット５０の仮止め機構５７が仮止め
状態をとるままで紙幣還流式運賃箱１が動作を開始する状況を発生し難くすることが可能
となるので、紙幣還流式運賃箱１の誤作動を発生し難くすることができる。
【００７０】
　（７）箱内において紙幣が通る搬送通路は、入金動作及び出金動作との両方で同じ搬送
通路が使用される。よって、入金動作と出金動作との各々で専用の搬送通路を設ける場合
に比較して、用意しなければならない搬送通路が少なく済むので、紙幣還流式運賃箱１の
装置サイズを小型化することができる。また、紙幣を箱内に取り込んだり或いは箱外に繰
り出したりする際の駆動源が入金動作と出金動作とで共用されるので、このことも紙幣還
流式運賃箱１の装置サイズ小型化に効果が高い。
【００７１】
　なお、実施形態はこれまでに述べた構成に限らず、以下の態様に変更してもよい。
　・箱本体６に対して着脱可能とする紙幣収納部は、必ずしも紙幣収納室１１の一部を構
成するカセット５０に限定されない。例えば、紙幣収納室１１自体を箱本体６に対して着
脱可能としてもよい。
【００７２】
　・カセット５０は、必ずしも仮止め機構５７を持つ必要はなく、これが省略されていて
もよい。
　・仮止め機構５７は、必ずしも手動式であることに限定されず、例えばカセット５０の
スイッチの操作によりアクチュエータが駆動して、自身の動作状態が仮止め状態と仮止め
解除状態との間で切り換わるものでもよい。
【００７３】
　・カセット５０の仮止め機構５７が仮止め解除状態か否かを見る検出手段は、必ずしも
光センサに限定されず、例えば磁気センサ等の種々のセンサを利用してもよい。また、こ
の種の検出手段は、部品の動きで以て検出動作を行う機械操作式に限らず、例えばカセッ
ト５０から無線信号を発信させて、無線通信でこの種の解除通知を箱本体６に行うもので
もよい。
【００７４】
　・仮止め機構５７は、カセット５０にセットされた紙幣束をカセット５０に一時的に保
持することができれば、その機構や構造は適宜変更可能である。
　・カセット５０（紙幣収納室１１）の配置位置は、必ずしも箱本体６においてその前面
壁７の内壁面７ａに沿う位置に限定されず、箱本体６の中央寄りの位置に配置されてもよ
い。
【００７５】
　・収納室扉４９（カセット５０、紙幣収納室１１）の配置位置は、必ずしも箱本体６の
前面壁７に限らず、側壁や背面壁等でもよい。
　・釣り銭紙幣として使用する投入紙幣（千円札）の保管先は、必ずしも運賃箱金庫５と
紙幣収納室１１とを使い分けることに限らず、これを全て紙幣収納室１１に収納する処理
をとってもよい。
【００７６】
　・一万円札での運賃精算の場合、投入された金額（一万円）と運賃との差額を釣り銭と
して返却するのではなく、一旦、両替として千円札１０枚を返却し、千円札による運賃精
算を行うようにしてもよい。
【００７７】
　・カセット５０は、必ずしも専用の収納室扉４９から箱本体６の内部に組み付けられる
構造をとることに限定されず、例えばこの種の専用扉を無くし、上蓋２を開けて箱本体６
の内部に組み付ける構造をとってもよい。
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【００７８】
　・収納室扉４９は、箱本体６に対して着脱可能な構造に限らず、一体に組み付いていて
もよい。また、収納室扉４９は、必ずしも下開きに限定されず、上開きや横開きを採用し
てもよいし、更には開き式にも限定されず、例えばスライド式を採用してもよい。
【００７９】
　・運賃箱１が持つセンサ群は、必ずしも光センサに限らず、例えば磁気センサ等の他の
センサを使用してもよい。
　・入金動作の時の紙幣の搬送通路と、出金動作の時の紙幣の搬送通路とは、必ずしもこ
れら動作間で共用されることに限定されず、これらは各々独立した通路で形成されていて
もよい。なお、このことは紙幣搬送時に必要な駆動源でも同様に言える。
【００８０】
　・運賃紙幣の箱内への投入は、必ずしも１枚ずつの投入に限定されず、複数枚の投入紙
幣を一度に投入可能としてもよい。また、釣り銭紙幣の箱外への排出も、必ずしも１枚ず
つの排出に限定されず、複数枚の釣り銭紙幣を一度に排出可能としてもよい。
【００８１】
　・運賃紙幣の投入口と釣り銭紙幣の排出口とは、必ずしも１つの開口が共用されること
に限らず、これらが各々独立して形成されていてもよい。
　次に、上記実施形態及び別例から把握できる技術的思想について、それらの効果ととも
に以下に追記する。
【００８２】
　（１）請求項１～４のいずれかにおいて、前記投入紙幣を前記紙幣収納部に送る際に当
該投入紙幣が通過する送り側通路と、前記紙幣収納部に収納された前記収納紙幣を釣り銭
として排出する際に当該収納紙幣が通過する戻り側通路とは、同じ通路が使用されている
。この構成によれば、送り側通路と戻り側通路とが同じ通路が使用されているので、これ
ら通路を別々に設ける場合と比べて、装置サイズを小さく抑えることが可能となる。
【００８３】
　（２）請求項１～４、前記技術的思想（１）のいずれかにおいて、前記投入紙幣を釣り
銭の備蓄として前記紙幣収納部に収納するときと、前記紙幣収納部に収納された前記収納
紙幣を釣り銭として箱外に繰り出すときとの両方で使用する共通の紙幣搬送機構を備え、
当該紙幣搬送機構は、前記投入紙幣を釣り銭の備蓄として前記紙幣収納部に収納するとき
と、前記収納紙幣を釣り銭として箱外に繰り出すときとで逆駆動することにより、前記投
入紙幣の前記紙幣収納部への収納と、前記収納紙幣の前記紙幣収納部からの繰出とが可能
となっている。この構成によれば、投入紙幣を紙幣収納部に収納するときと、紙幣収納部
の収納紙幣を釣り銭として箱外に繰り出すときとで同じ紙幣搬送機構が使用されるので、
この種の搬送機構に要する部品点数を極力少なく抑えることが可能となる。
【００８４】
　（３）請求項１～４、前記技術的思想（１），（２）のいずれかにおいて、前記仮止め
機構は、仮止めの際に前記紙幣に係止する爪部材と、手動操作が可能でしかも前記爪部材
を仮止め状態又は非仮止め状態のどちらかに切り換え可能な可動部と、自身の付勢力によ
り前記２状態のうち一方側の状態に前記可動部を動作させる付勢部と、前記可動部が前記
２つの状態のうち前記付勢部に抗した側の状態をとる際にその状態を保持する保持部と、
手動操作が可能でしかも前記保持部の保持状態を解除可能な解除部とを備えた。この構成
によれば、仮止め機構が手動操作式であるので、仮止め機構の構成を簡素なものとするこ
とが可能となる。
【符号の説明】
【００８５】
　１…紙幣還流式運賃箱、５…保管先としての金庫（運賃箱金庫）、６…箱本体、９…紙
幣還流装置、１１ａ…入出口、１３…保管先搬送通路としての主搬送通路、１４…収納部
搬送通路としての分岐通路、１４ａ…通路口、２０，２１…紙幣搬送機構を構成するプー
リ、２３…紙幣搬送機構を構成するベルト、２５…紙幣搬送機構を構成する搬送モータ、



(18) JP 2013-54785 A 2013.3.21

４４…フラッパ、４５…回動駆動源としてのソレノイド、５０…紙幣収納部としてのカセ
ット、１００…判定手段としての制御装置。
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